
■教育委員会による支援■ 

 登校しにくい生徒に対して、不登校児童生徒支援員（NASS）と連携を図り、生徒の心のケアや 

相談活動につなげることができる。 

 松阪市教育委員会と対象校が、生徒の出席状況等を共有することで、共に生徒の支援をすることが 

できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

松阪市不登校生徒進学支援金給付事業費 

「松っ子チャレンジ応援基金」 

＜一条校（通信制高校）＞ 
向陽台高等学校・こころ未来高等学校 

【対象校】＜技能連携校・サポート校＞ 
向陽台総合学院・MIE・夢未来高等学院 

高等学校等就学支援金制度 

松っ子チャレンジ応援基金 
（寄附金 4000万円を活用） 

■対象者■ 

 松阪市内に住所（住民票）を有する生徒 

 中学校在籍時、不登校であった生徒 

 松阪市内にある、技能連携校・サポート校等

に在籍し、高等学校卒業を目指す生徒 

 「高等学校等就学支援金」受給対象者 

 
 

■支援金額と方法■ 

 返還不要の給付金とする。 

 利用者 1人につき、年 1回、５万円とし、 

通算３回までとする。 

 毎年５月に申請書を対象校に提出し、 

市から申請口座へ給付金が振り込まれる。 

 申請方法については松阪市教育委員会まで 
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【生徒】 

【対象校】 

【松阪市教育委員会】 

 

不登校児童生徒支援員（NASS）に
よる相談活動・家庭訪問 

■対象校との連携と生徒支援■ 

 松阪市では、中学校を卒業する不登校の生徒が、自らの夢や学びに向かう歩みを応援することで、すべての

子どもたちの社会的自立の実現を目指しています。 

 不登校の生徒の中には、通信制高校に進学し、その学校と提携している技能連携校・サポート校に通学するこ

とで単位取得を目指す現状があります。この場合、通信制高校の授業料以外に、技能連携校・サポート校の授

業料等が必要となります。経済的な理由によることなく、自らの未来を切り拓いていく姿を支援するため、この取

組を行ってまいります。                                                 

生徒の出席 

状況等を報告 

不登校児童生徒支援員（NASS） 

による生徒の様子等共有 


